
総合計画と総合戦略について 

 

１ 総合計画と総合戦略の性質 

項目 総合計画 総合戦略 

目的 まちづくりの将来像と基本的な考え方

及びこれを達成するための目標や施策

の大綱を明らかにする。 

人口減少、高齢化社会という、直面する

課題への対応策を示す。 

範囲 市が策定する各種の計画の中で最上位

に位置付けられ、全ての施策分野にわた

る総合性をもった計画であるもの。 

人口減少、高齢化社会の直面する課題に

ついての現状分析、将来目標、具体的な

対応策を示す課題別計画であるもの。 

なお、数値目標や重要業績評価指標

（KPI）を設定することとされている。 

期間 目標年次を平成 37 年（2025 年）とする

10 か年計画 

平成 27 年度（2015 年度）から平成 31 年

度（2019 年度）の５か年計画 

 

２ 策定組織の役割 

総合戦略の策定プロセスとして、幅広い年齢層からなる住民をはじめ、産官学金労言等で構

成される推進組織で検討し、広く関係者の意見が反映されることとしているが、以下のとおり

総合計画に係る策定組織とは構成や役割が異なることから、別個に開催する。 

  総合計画審議会とまち・ひと・しごと創生有識者会議の役割 

項目 総合計画審議会 まち・ひと・しごと創生有識者会議 

趣旨 市長の諮問機関 総合戦略の策定及び推進にあたり、関係

者の意見を反映する。 
構成員 委員（公募、支所長推薦、部長推薦（知

識経験者、公共的団体等の役職員） 
産業界、行政機関、教育機関、金融機関、

労働団体及びメディア等の関係者 
 

内容 ○前期基本計画の草案について審議を

行う。 
○前期基本計画の答申を行う。 

 

○人口ビジョン及び総合戦略の策定に

ついて意見を述べる。 

○重要業績評価指標（KPI）の検証を行

う 

○総合戦略の推進状況、効果について検

証を行う。 

  まちづくりスタッフ会議とまち・ひと・しごとを語る会の役割 

項目 まちづくりスタッフ会議 まち・ひと・しごとを語る会 

趣旨 市が起草した前期基本計画分野別計画

の草案について協議する。 
施策等の検討を行うために課題、ニーズ

を把握する。 
構成員 委員（公募、市職員など） 「まち・ひと・しごと」に関わる幅広い

年齢層の市民 
内容 市が起草した前期基本計画分野別計画

の草案について、「５つの基本目標」に

対応した５つの部会単位で、現状と課

題、施策の展開方法及び市民の参画等の

確認・検討を行う。 

「まち・ひと・しごと」に関する「○○

するためにはどうしたらよいか」という

テーマについて意見を話してもらい、計

画の策定、実施計画事業等の検討及び

事業実施上での参考とする。 

 

構成員及び内容は策定上必要とされているもの 

　　　　　　　平成27年６月８日（月）
第１回総合計画審議会【資料№１－２】



次期総合計画体系案
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１　将来像

　　目指す将来像

　　実施計画

　・基本計画に基づき、毎年度、向こう３か年度分の
　　個々の施策についての具体的な事業計画を定める
　　もので、社会経済情勢の変化により見直し、市の
　　予算編成の指針とするもの。

　具体的な事業計画（向こう３か年度分）を、毎年度作成し、ローリングにより見直し

実
施
計
画

２　まちづくりの考え方

　　将来像を実現するために、市民、行政が共通認識すべき
　　まちづくりの基本的な考え方を示すもの。

３　まちづくりの目標

　・将来像の実現に向けた、施策の方向性を示すもの。
  ・各施策を体系的かつ効果的に展開するための指針とする
　　もの。

１　重点プロジェクト

　・何を重点的に推し進めていくかを別立てでわかりやす
　　く示すもの。

　・基本構想の実現に向け、最も重点的かつ優先的に実施
　　すべきテーマを重点施策として設定し、施策の考え方、
　　進め方、展開策を示す。

　・迅速かつ柔軟に行政課題に対応できるよう、施策体系
　　の枠組みにとらわれず、横断的に対処すべき取り組み
　　をまとめる。

地域資源を
みがき生かせる
魅力あるまち

みんなが交流して
地域が賑わう
活力あるまち

自ら輝きながら
次代の担い手を
応援するまち

郷土の恵みを
未来へ引き継ぐ
自然豊かなまち

みんなが安心して
暮らせる

笑顔あふれるまち

３　まちづくりの進め方

１　地域づくり活動
　　の促進と協働に
　　よるまちづくり
　　の推進

２　行政体制の充実
　　と健全な財政運営

３　広域連携の推進

（

仮
）

基
本
計
画

ILCの推進

東日本大震災
への対応

２　分野別計画

　・基本構想の実現に向け、分野ごとの現状把握と課題
　　認識をもとに、今後の具体的な施策の展開方法を
　　体系的に示す。

　　※基本構想に掲げるまちづくりの目標に合わせて
　　　グループ分けする。

【中東北の拠点都市の形成】
しごと：若者や女性が集うまち

＜産業振興と雇用の創出＞

【人材の育成】
ひと：子育てしやすいまち
＜子育て世代への支援＞

【時代にあった地域づくり】
まち：住みたい、住んでよかったまち

＜人口減少社会への対応＞

体系案

みつけよう育てよう　郷土の宝　いのち輝く一関

４　まちづくりの進め方

「郷土の宝物」
地域資源を活用しよう

「市民主体」
自ら考え共に行動しよう

「次世代人材支援」
郷土を誇りに思う

心を育てよう

「安全・安心」
みんなで支え合い
暮らしていこう

１　市民と行政の協働
  　のまちづくり

２　健全な行財政運営

３　広域連携の推進

地域資源を
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魅力あるまち

みんなが交流して
地域が賑わう
活力あるまち

自ら輝きながら
次代の担い手を
応援するまち

郷土の恵みを
未来へ引き継ぐ
自然豊かなまち
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